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埼玉県立高等学校管理規則の一部改正について（通知） 

 

埼玉県立高等学校管理規則の一部を改正する規則（平成２８年埼玉県教育委員会規則

第２６号）が、平成２８年１２月２６日に公布され、別紙のとおり平成２９年１月１日

から施行されることになりましたので通知します。 

なお、改正の概要等は下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 改正の概要 

 ⑴ 校長を除く学校職員の介護時間の承認は、校長が行うことについて規定した。 

   （第１１条第１項関係） 

 ⑵ 校長の介護時間の承認は、教育委員会が行うことについて規定した。 

   （第１１条第２項関係） 

 ⑶ その他規定の整備 

 

２ 留意事項 

  今回の改正内容は、埼玉県立中学校管理規則第１７条第１項の規定により県立中学

校に、埼玉県立特別支援学校管理規則第１２条第１項の規定により県立特別支援学校

に準用される。 

 

３ 施行期日 

  平成２９年１月１日 

 

 

 

担当：県立学校人事課学事担当 鯨井 

電話：０４８－８３０－６７３５ 



   埼 玉 県 立 高 等 学 校 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 埼 玉 県 立 高 等 学 校 管 理 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 埼 玉 県 教 育 委 員 会 規 則 第 七 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 十 一 条 第 一 項 中 「 及 び 」 を 「 、 」 に 改 め 、 「 介 護 休 暇 （ 」 の 下 に 「 以 下 」 を 、

「 と い う 。 ） 」 の 下 に 「 及 び 介 護 時 間 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 病 気 休 暇 等 」 の 下

に 「 及 び 介 護 時 間 」 を 加 え る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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